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“１１０番の日”の１月１０日、鹿部駐在所の竹本恵一所長が啓発用の雪だるまを

制作しました。

竹本所長は１４体の雪だるまを手作り。赤い絵の具で「１月１０日は１１０番の日

です」とデザインし、歩行者やドライバーに１１０番の適切な利用を呼び掛けました。



令和４年第４回定例会は、１２月８日に招集され、会期を１２月９日までの２日間と

決め、１人の議員が一般質問を行いました。

また、今期定例会では、承認１件、条例６件、補正予算５件、その他議案１件の審議

を行い、いずれも原案のとおり可決し、会期を１日残して閉会しました。

なお、審議された議案等の主な内容は、次のとおりです。

～令和４年第４回定例会～～令和４年第４回定例会～

承

認

◆�

令
和
４
年
度
鹿
部
町
一
般
会

計
補
正
予
算
専
決
処
分
報
告

の
承
認
に
つ
い
て

令
和
４
年
10
月
18
日
付
け
で

専
決
処
分
し
た
も
の
で
、
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
８
６
９
２
万
５

千
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を

42
億
２
６
１
７
万
９
千
円
と
し

ま
し
た
。

主
な
内
容
は
、
国
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
対

策
に
か
か
る
「
し
か
べ
応
援
券

追
加
配
布
事
業
」
ほ
か
、
国
が

実
施
し
た
「
電
力
・
ガ
ス
・
食

料
品
等
価
格
高
騰
緊
急
支
援
事

業
」
を
追
加
し
た
も
の
で
す
。

条

例

◆�

鹿
部
町
特
別
職
の
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

◆�

鹿
部
町
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
一

般
職
の
給
料
表
を
０
．
23
％
引

き
上
げ
、
勤
勉
手
当
の
支
給
率

を
１
０
０
分
の
５
引
き
上
げ
る

改
正
と
一
般
職
の
勤
勉
手
当
改

正
に
伴
い
、
特
別
職
の
期
末
手

当
も
同
様
に
１
０
０
分
の
５
引

き
上
げ
る
も
の
で
す
。

な
お
、
人
事
院
勧
告
の
主
な

内
容
は
、
民
間
企
業
に
お
け
る

初
任
給
の
動
向
等
を
踏
ま
え
、

20
歳
台
半
ば
に
重
点
を
置
き
、

初
任
の
係
長
級
の
若
手
職
員
に

も
一
定
の
改
善
が
及
ぶ
よ
う
、

30
歳
台
半
ば
ま
で
の
職
員
が
在

職
す
る
給
料
表
に
つ
い
て
改
定

す
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
期
末
勤
勉
手
当
（
ボ

ー
ナ
ス
）
に
つ
い
て
も
民
間
の

支
給
状
況
に
見
合
う
よ
う
支
給

率
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

◆�

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

◆�

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
が
令
和
５
年
４
月

１
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
地
方
公
務
員
の
定
年
が
段

階
的
に
65
歳
ま
で
引
き
上
げ
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
本
町
に
お
い

て
も
定
年
の
引
き
上
げ
や
そ
の

他
諸
制
度
を
導
入
す
る
た
め
、

本
条
例
の
制
定
と
一
部
を
改
正

し
た
も
の
で
す
。

ま
た
、
地
方
公
務
員
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す

る
条
例
で
は
、
11
件
の
条
例
を

一
部
改
正
（
①
～
⑪
）
し
、
１

件
の
条
例
を
廃
止
（
⑫
）
し
て

い
ま
す
。

な
お
、
改
廃
さ
れ
た
条
例
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

①
鹿
部
町
職
員
定
数
条
例

②�

公
益
的
法
人
等
へ
の
鹿
部
町

職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条

例
③�

鹿
部
町
人
事
行
政
の
運
営
等

の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条

例
④�

職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続

物価物価

鹿部町議会だより （2）



定
　
　
　
例
　
　
　
会

及
び
効
果
に
関
す
る
条
例

⑤�

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効

果
に
関
す
る
条
例

⑥�
鹿
部
町
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例

⑦�

鹿
部
町
職
員
等
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
条
例

⑧�

鹿
部
町
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例

⑨�

鹿
部
町
職
員
に
対
す
る
寒
冷

地
手
当
支
給
条
例

⑩
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例

⑪�

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及

び
基
準
に
関
す
る
条
例

⑫�

鹿
部
町
職
員
の
再
任
用
に
関

す
る
条
例

●
質　

疑

65
歳
定
年
と
な
り
ま
す
が
、

そ
の
65
歳
の
後
、
３
年
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
あ
る
た

め
、
町
長
の
承
認
が
あ
れ
ば
最

長
68
歳
ま
で
定
年
を
延
長
で
き

る
の
か
。

●
総
務
・
防
災
課
長

現
行
条
例
で
は
、
特
例
規
定

と
し
て
、
63
歳
ま
で
延
長
が
可

能
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
特
例
規
定
が
改
正
後
の

条
例
に
も
引
き
継
が
れ
ま
す
の

で
、
68
歳
ま
で
延
長
が
可
能
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
当
該
特
例
規
定
を
適

用
し
ま
し
た
事
例
は
過
去
に
あ

り
ま
せ
ん
。

基
本
的
に
定
年
年
齢
は
65
歳

と
い
う
こ
と
で
ご
理
解
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

◆�

鹿
部
町
議
会
議
員
及
び
鹿
部

町
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙

運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
伴

い
、
近
年
の
物
価
の
変
動
等
に

鑑
み
、
選
挙
運
動
用
自
動
車
の

使
用
、
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作

成
等
の
公
営
に
要
す
る
経
費
に

か
か
る
限
度
額
に
つ
い
て
、
国

に
準
じ
限
度
額
を
引
き
上
げ
る

た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正

し
た
も
の
で
す
。

◆�

鹿
部
町
過
疎
地
域
に
お
け
る

固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の

支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に

基
づ
き
策
定
し
た
計
画
の
産
業

振
興
促
進
区
域
に
お
い
て
、
製

造
業
、
旅
館
業
、
農
林
水
産
業

等
販
売
業
及
び
情
報
サ
ー
ビ
ス

業
の
用
に
供
す
る
一
定
規
模
以

上
の
設
備
を
取
得
等
し
た
場

合
、
そ
の
設
備
に
か
か
る
固
定

資
産
税
を
免
除
す
る
た
め
、
本

条
例
を
制
定
し
た
も
の
で
す
。

補

正

予

算

◆�

令
和
４
年
度
鹿
部
町
一
般
会

計
補
正
予
算
に
つ
い
て

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
４
６

６
万
６
千
円
を
追
加
し
、
予
算

総
額
を
42
億
６
０
８
４
万
５
千

円
と
し
ま
し
た
。

主
な
内
容
は
、
電
気
料
金
の

高
騰
に
よ
る
役
場
庁
舎
ほ
か
公

共
施
設
等
の
電
気
料
金
の
追
加

と
人
事
院
勧
告
に
よ
る
人
件
費

を
追
加
し
た
も
の
で
す
。

●
質　

疑

　

大
手
企
業
に
よ
っ
て
は
、
電

力
会
社
か
ら
の
支
援
金
が
あ
る

と
聞
く
が
ど
う
か
。

●
総
務
・
防
災
課
長

電
力
会
社
か
ら
町
等
へ
の
支

援
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ

情
報
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
質　

疑

　

総
合
体
育
館
の
改
修
工
事
実

施
設
計
の
委
託
料
追
加
の
主
な

内
容
は
。

●
社
会
教
育
ス
ポ
ー
ツ
課
長

当
初
の
実
施
設
計
と
し
て
、

ア
リ
ー
ナ
屋
根
、
防
水
改
修
、

外
壁
改
修
を
予
定
し
て
い
ま
し

た
が
、
そ
の
後
、
利
用
者
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
な
ど
に
よ
り
ガ
ラ

ス
修
繕
、
正
面
玄
関
自
動
ド
ア

化
、
体
育
館
前
の
イ
ン
タ
ー
ロ

ッ
キ
ン
グ
改
修
、
噴
水
改
修
、

そ
の
他
内
部
改
修
と
し
て
、
床

改
修
や
ベ
ン
チ
改
修
、
老
朽
管

の
更
新
な
ど
が
新
た
に
追
加
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
今
回
実
施

設
計
の
変
更
を
し
て
い
ま
す
。

●
質　

疑

　

債
務
（
地
方
債
）
と
基
金

（
預
貯
金
等
）
は
セ
ッ
ト
だ
と

思
う
が
、
債
務
や
基
金
の
状
況

は
決
算
時
に
提
出
さ
れ
ま
す

が
、
予
算
説
明
の
際
、
債
務
の

み
で
あ
り
債
務
や
基
金
の
変
化

を
セ
ッ
ト
で
説
明
す
る
の
は
難

し
い
の
か
。

●
総
務
・
防
災
課
長

予
算
書
は
、
地
方
自
治
法
施

総合体育館の屋根と外壁の状況総合体育館の屋根と外壁の状況

総合体育館の外構の状況総合体育館の外構の状況
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定
　
　
例
　
　
会
・
質
問
の
追
跡
調
査

行
規
則
に
よ
り
示
さ
れ
た
も
の

に
よ
り
作
成
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
と
別
に
基
金
の
資
料
を

配
付
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

内
部
で
協
議
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
質　

疑

　

ふ
る
さ
と
納
税
包
括
業
務
委

託
に
つ
い
て
、
契
約
期
間
を
１

年
か
ら
４
年
延
ば
し
５
年
契
約

に
す
る
利
点
を
主
に
述
べ
た
と

思
う
が
、
こ
れ
は
町
側
か
ら
の

提
案
で
４
年
延
長
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
事
業
者
側
か
ら
依
頼

が
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
か
。

●
水
産
経
済
課
長

事
業
者
側
か
ら
の
要
望
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

事
務
的
に
今
後
そ
の
投
資
等

考
え
た
際
、
フ
ル
に
そ
の
財
源

を
活
用
で
き
る
体
制
を
考
え
て

必
要
と
さ
れ
る
事
務
を
前
も
っ

て
で
き
る
限
り
の
部
分
を
準
備

す
る
と
い
う
考
え
で
、
町
の
方

か
ら
勧
め
て
い
る
も
の
で
す
。

●
質　

疑

　

本
当
に
そ
れ
だ
け
の
理
由
と

い
う
こ
と
で
、
理
解
し
て
よ
ろ

し
い
の
か
。

●
水
産
経
済
課
長

事
業
を
進
め
て
い
く
う
え
で

変
化
は
伴
う
も
の
だ
と
思
い
ま

す
が
、
少
な
か
ら
ず
指
定
管
理

等
入
っ
て
い
る
業
者
が
今
後
そ

の
利
益
を
再
投
資
し
な
が
ら
さ

ら
に
利
益
を
上
げ
、
魅
力
の
あ

る
施
設
づ
く
り
に
投
資
し
て
い

く
と
い
う
部
分
で
の
資
金
の
活

用
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う

に
、
今
回
こ
の
よ
う
な
債
務
負

担
行
為
に
よ
る
長
期
契
約
を
と

考
え
て
い
ま
す
。

今
後
の
進
め
方
に
よ
っ
て
、

必
ず
し
も
次
に
そ
れ
以
外
の
展

開
が
発
生
し
な
い
と
は
断
言
で

き
な
い
も
の
で
す
。

◆�
令
和
４
年
度
鹿
部
町
国
民
健

康
保
険
事
業
勘
定
特
別
会
計

補
正
予
算
に
つ
い
て

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
５
４

９
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額

を
８
億
２
９
４
２
万
８
千
円
と

し
ま
し
た
。

主
な
内
容
は
、
決
算
剰
余
金

の
確
定
に
伴
う
一
般
会
計
へ
の

繰
出
金
、
国
民
健
康
保
険
財
政

調
整
基
金
へ
の
積
立
金
な
ど
を

追
加
し
た
も
の
で
す
。

◆�

令
和
４
年
度
鹿
部
町
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

に
つ
い
て

保
険
事
業
勘
定
分
の
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
３
７
２
万
９
千
円

を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
４
億

５
５
２
０
万
６
千
円
と
し
ま
し

た
。

内
容
は
、
特
定
入
所
者
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
及
び
審
査
支
払
手

数
料
の
追
加
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
シ
ス
テ
ム
の
更
新
委

託
料
の
追
加
、
過
年
度
分
の
介

護
給
付
費
負
担
金
及
び
介
護
給

付
費
交
付
金
の
再
確
定
手
続
に

伴
う
返
還
金
を
追
加
し
た
も
の

で
す
。

◆�

令
和
４
年
度
鹿
部
町
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予

算
に
つ
い
て

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
21
万
８

千
円
を
減
額
し
、
予
算
総
額
を

６
５
５
９
万
２
千
円
と
し
ま
し

た
。内

容
は
、
広
域
連
合
納
付
金

の
額
の
確
定
な
ど
に
伴
い
、
減

額
を
し
た
も
の
で
す
。

◆�

令
和
４
年
度
鹿
部
町
簡
易
水

道
事
業
会
計
補
正
予
算
に
つ

い
て

収
益
的
支
出
に
９
万
２
千
円

を
追
加
し
、
収
益
的
支
出
の
総

額
を
８
７
３
２
万
５
千
円
と
し

ま
し
た
。

内
容
は
、
一
般
会
計
同
様
に

人
事
院
勧
告
に
よ
る
手
当
等
を

追
加
し
た
も
の
で
す
。

そ

の

他

◆�

和
解
及
び
損
害
賠
償
の
額
の

決
定
に
つ
い
て

内
容
は
、
公
営
住
宅
地
児
童

遊
園
内
の
草
刈
り
作
業
の
際
、

隣
接
す
る
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
駐

車
中
の
車
両
の
右
側
後
部
座
席

窓
を
飛
び
石
に
よ
り
破
損
さ
せ

た
こ
と
か
ら
相
手
方
と
交
渉

し
、
修
理
に
必
要
な
費
用
を
賠

償
す
る
こ
と
で
合
意
を
得
た
も

の
で
す
。

【
賠
償
金
額
】

10
万
９
４
６
１
円

●
質　

疑

　

草
刈
り
作
業
に
対
す
る
講
習

会
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
あ

る
場
合
、
受
講
さ
せ
て
い
る
も

の
な
の
か
。

●
建
設
水
道
課
長

草
刈
り
機
取
扱
作
業
者
安
全

衛
生
教
育
と
い
う
講
習
会
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
法
的
な
作

業
資
格
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
こ
の
講
習
会
の
対
象

者
は
、
草
刈
り
作
業
を
請
け
負

う
会
社
の
従
業
員
で
あ
り
ま
す

が
、
安
全
教
育
の
一
環
と
し
て
、

受
講
で
き
る
か
ど
う
か
進
め
て

行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

■
質
問
・
答
弁
・
取
組
状
況

質　

問
大
和
ハ
ウ
ス
工
業
㈱
と
協
議

の
う
え
、
国
道
な
ど
へ
の
接
続

箇
所
を
増
や
し
、
住
民
の
不
安

を
解
消
す
べ
き
で
あ
る
と
思
い

ま
す
が
。

答　

弁
住
民
皆
様
の
不
安
を
解
消
す

べ
く
、
効
果
的
か
つ
実
施
可
能

な
方
法
を
探
っ
て
参
り
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

取
組
状
況

〇
令
和
４
年
11
月
現
在

10
月
13
日
と
11
月
22
日
に
、

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
㈱
と
情
報
共

有
と
課
題
の
整
理
を
行
い
、
今

後
の
対
応
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

� 〜
質
問
の
追
跡
調
査
〜

● 

緊
急
避
難
道
路
の
確
保

に
つ
い
て

（
令
和
４
年
第
３
回
定
例
会
）

　

髙
橋　

茂
夫
議
員
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一
　
　
般
　
　
質
　
　
問

あ
ら
ゆ
る
物
価
が
高
騰
し
、

ま
た
各
種
税
等
の
負
担
が
増
加

し
て
い
る
昨
今
で
す
が
、
各
種

税
等
の
負
担
に
つ
い
て
、
鹿
部

町
は
渡
島
管
内
の
平
均
額
に
差

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
国
民
健
康
保
険
税
、

介
護
保
険
料
及
び
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
に
つ
い
て
、
地
域

事
情
も
あ
る
と
は
思
い
ま
す

が
、
渡
島
管
内
の
実
態
を
把
握

し
、
関
係
部
署
と
が
連
携
・
協

力
し
、
各
種
税
等
の
負
担
軽
減

へ
の
努
力
を
す
べ
き
と
思
い
ま

す
。

健
全
な
運
営
管
理
に
努
め
て

行
く
の
は
当
然
で
す
が
、
改
め

て
町
の
考
え
方
に
つ
い
て
お
伺

い
い
た
し
ま
す
。

■
質
問
と
答
弁
の
要
約

Ｑ
．
１

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
。

Ａ
．
１

令
和
２
年
度
に
負
担
軽
減
す

べ
く
税
率
改
正
を
行
っ
て
お
り

ま
す
が
、
平
均
調
定
額
は
前
年

度
所
得
等
に
よ
り
変
動
し
ま
す

の
で
、
一
概
に
税
率
改
正
の
み

で
軽
減
さ
れ
た
と
は
言
い
切
れ

ま
せ
ん
が
、
令
和
３
年
度
で
は

令
和
２
年
度
に
比
べ
、
一
人
当

た
り
の
平
均
調
定
額
は
４
８
７

０
円
減
額
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

Ｑ
．
２

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に

つ
い
て
。

Ａ
．
２

保
険
料
は
、
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
に
お
い
て
道
内
統

一
の
保
険
料
率
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
町
独
自
に
保
険
料
率

を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
医
療
費
の
削
減
が
将
来

の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
も
の

で
あ
り
ま
す
の
で
、
高
齢
者
の

健
康
寿
命
延
伸
を
図
る
た
め
、

高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予

防
の
一
体
的
実
施
計
画
を
策
定

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
も

関
係
課
で
連
携
・
協
力
し
、
高

齢
者
の
健
康
増
進
を
図
っ
て
参

り
ま
す
。

Ｑ
．
３

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
。

Ａ
．
３

令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年

度
ま
で
の
第
８
期
介
護
保
険
料

額
の
基
準
額
は
５
５
０
０
円

で
、
渡
島
管
内
11
市
町
の
う
ち

３
番
目
に
低
い
保
険
料
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
管
内
の
介
護
保

険
料
基
準
額
の
平
均
は
５
９
０

０
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴

い
、
介
護
認
定
を
受
け
る
方
も

年
々
増
加
し
て
お
り
、
そ
れ
に

伴
い
、
介
護
給
付
費
の
増
加
は

避
け
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
適
正
給

付
に
努
め
る
と
と
も
に
、
介
護

が
必
要
な
状
態
と
な
ら
な
い
よ

う
介
護
予
防
事
業
を
効
果
的
に

実
施
し
て
参
り
ま
す
。
。

な
お
、
医
療
、
介
護
に
関
し

ま
し
て
は
、
保
健
事
業
や
介
護

予
防
事
業
を
効
果
的
に
行
う
こ

と
で
、
医
療
費
及
び
介
護
給
付

費
の
抑
制
が
期
待
で
き
ま
す
の

で
、
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
よ

う
、
よ
り
効
果
的
な
保
健
事
業

等
を
行
い
、
健
全
な
運
営
管
理

に
努
め
て
参
り
ま
す�

。

Ｑ
．
４

国
保
財
政
調
整
基
金
の
積
立

の
考
え
方
と
使
途
に
つ
い
て
。

Ａ
．
４

令
和
３
年
度
末
の
基
金
残
高

は
１
億
円
で
、
こ
の
１
億
円
の

根
拠
と
し
て
、
現
在
の
国
保
連

合
会
へ
の
納
付
金
が
、
例
年
と

比
べ
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り

少
額
に
な
っ
て
い
ま
す
。

平
常
時
に
戻
っ
た
際
に
納
付

金
を
賄
え
る
だ
け
の
金
額
を
保

有
し
た
い
と
い
う
考
え
で
す
。

な
お
、
過
去
の
納
付
金
と
比

較
し
て
２
千
万
円
ほ
ど
低
く
推

移
し
、
更
に
は
令
和
６
年
度
に

計
算
方
法
が
変
更
さ
れ
る
予
定

で
あ
る
た
め
、
納
付
金
が
増
え

た
場
合
、
３
、
４
年
は
基
金
で

対
応
で
き
る
よ
う
に
と
１
億
円

を
目
標
に
し
て
き
た
と
こ
ろ
で

す
。

Ｑ
．
５

渡
島
管
内
や
道
内
の
状
況
を

常
に
把
握
し
、
そ
し
て
情
報
を

発
信
し
、
少
し
で
も
安
く
な
る

よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
も
努
力
し

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
が
。

Ａ
．
５

き
っ
ち
り
と
し
た
状
況
の
把

握
、
そ
し
て
情
報
発
信
の
方
も

含
め
て
、
対
応
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
等
の

負
担
軽
減
に
つ
い
て

髙橋　茂夫　議員
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■�
令
和
４
年
第
７
回
議
員
全
員

協
議
会

〇
開
催
年
月
日

令
和
４
年
10
月
18
日

〇
議
題

鹿
部
漁
港
取
排
水
施
設
貯
留

槽
に
つ
い
て

当
該
施
設
の
異
臭
に
関
す
る

対
策
と
今
後
の
施
設
改
良
の
手

続
き
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま

し
た
。

■�

令
和
４
年
第
８
回
議
員
全
員

協
議
会

〇
開
催
年
月
日

令
和
４
年
12
月
27
日

〇
議
題

⑴�　

子
育
て
負
担
ゼ
ロ
へ
の

挑
戦
に
つ
い
て

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の

充
実
な
ど
の
事
業
内
容
や
実

施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
収
支
計

画
な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
受

け
ま
し
た
。

⑵�

　
鹿
部
町
道
路
整
備
計
画

（
案
）
に
つ
い
て

道
路
整
備
に
関
す
る
進
め

方
や
優
先
順
位
の
考
え
方
、

事
業
計
画
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な

ど
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

昨
年
11
月
７
日
、
森
町
総
務

経
済
常
任
委
員
会
（
所
属
外
同

行
議
員
な
ど
を
含
め
13
名
）
に

よ
る
行
政
視
察
を
受
入
し
ま
し

た
。当

日
は
、
町
政
の
拠
点
で
あ

る
と
同
時
に
、
防
災
拠
点
と
位

置
付
け
ら
れ
る
役
場
庁
舎
に
お

け
る
災
害
対
策
や
特
徴
的
な
機

能
な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
し
、

庁
舎
内
を
視
察
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

ま
た
、
質
疑
応
答
の
際
に
は
、

た
く
さ
ん
の
質
疑
な
ど
を
賜
り

本
町
の
災
害
対
策
な
ど
に
多
く

の
関
心
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

昨
年
10
月
18
日
、
渡
島
・
檜

山
町
村
議
会
議
長
会
主
催
の
議

員
研
修
会
に
参
加
し
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
３
年
ぶ
り

に
開
催
さ
れ
た
今
回
は
、
北
海

道
建
設
業
協
会
副
会
長
の
栗
田

悟
氏
、
防
災
・
危
機
管
理
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
の
細
川
雅
彦
氏
を
講

師
に
招
き
、
「
第
２
青
函
ト
ン

ネ
ル
構
想
に
つ
い
て
」
、「
防
災
・

危
機
管
理
に
つ
い
て
」
と
題
し

て
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
翌
日
の
19
日
に
鹿
部

町
議
会
議
員
研
修
会
を
函
館
水

産
試
験
場
で
実
施
し
、
「
渡
島

東
部
海
況
及
び
水
産
資
源
（
す

け
そ
う
・
昆
布
・
ほ
た
て
）
の

動
向
に
つ
い
て
」
の
研
修
を
行

い
ま
し
た
。

議
員
全
員
協
議
会
・
行
政
視
察
受
入
・
議
員
研
修
会

議
員
全
員
協
議
会

議
員
全
員
協
議
会

議会を傍聴してみませんか議会を傍聴してみませんか
～次回定例会は３月上旬に開催予定～～次回定例会は３月上旬に開催予定～

傍聴の手続きは、傍聴席の入口設置の傍聴人受付票に、住所・氏名などを記入するだけです。

傍聴の皆様にも新型コロナウイルス感染症拡大防止のご協力とご理解をお願いしています。

行
政
視
察
受
入

行
政
視
察
受
入

議
員
研
修
会

議
員
研
修
会

鹿部町議会だより （6）



委
　
員
　
会
　
の
　
活
　
動

◇
調
査
年
月
日

令
和
４
年
10
月
27
日

◇
調
査
事
項

鉱
害
対
策
事
業
（
旧
雨
鱒
川

鉱
山
等
）
の
現
況
に
つ
い
て

◇
調
査
方
法

担
当
課
よ
り
関
係
資
料
に
基

づ
き
説
明
を
受
け
、
現
地
視
察

調
査
を
実
施
し
た
。

◇
調
査
の
結
果

〇
鉱
山
の
概
要

明
治
28
年
に
雨
鱒
川
上
流
の

山
中
で
焚
火
を
し
て
、
石
塊
が

燃
え
た
こ
と
か
ら
硫
黄
が
あ
る

こ
と
が
発
見
さ
れ
、
採
掘
の
許

可
を
得
て
翌
29
年
に
函
館
市
の

個
人
の
占
有
と
な
り
、
山
腹
に

鉱
床
の
掘
削
に
着
手
、
後
に
規

模
が
拡
大
さ
れ
山
本
鉱
山
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

明
治
41
年
に
渡
島
鉱
業
㈱
に

経
営
が
移
り
鹿
部
鉱
山
と
改
め

ら
れ
、
戦
時
中
の
昭
和
18
年
に

七
飯
町
の
精
進
川
鉱
山
を
経
営

す
る
日
本
硫
鉄
㈱
が
買
収
を

し
、
鉱
山
名
も
雨
鱒
川
鉱
山
と

改
称
さ
れ
、
戦
後
も
精
進
川
鉱

山
と
と
も
に
経
営
が
続
い
た

が
、
経
営
破
綻
に
よ
り
昭
和
33

年
12
月
に
閉
山
と
な
っ
た
。

な
お
、
明
治
時
代
の
鹿
部
鉱

山
の
頃
は
、
１
５
０
人
余
り
の

家
族
が
住
み
、
鉱
山
主
の
協
力

で
校
舎
が
新
築
さ
れ
明
治
36
年

に
雨
鱒
川
教
育
所
が
開
校
し
、

昭
和
30
年
中
学
校
が
小
学
校
に

併
置
さ
れ
開
校
し
た
が
、
鉱
山

の
閉
山
に
よ
り
、
学
校
も
昭
和

36
年
度
に
廃
校
と
な
っ
た
。

〇
鉱
害
の
概
要

雨
鱒
川
、
精
進
川
両
鉱
山
の

抗
廃
水
は
、
何
ら
対
策
を
し
な

か
っ
た
た
め
、
東
大
沼
の
水
田

に
影
響
を
及
ぼ
し
、
昭
和
47
年

に
精
進
川
に
沈
殿
し
て
い
た
水

酸
化
鉄
が
大
量
に
折
戸
川
に
流

出
し
、
本
町
の
沿
岸
を
汚
染
、

昆
布
等
の
生
産
高
が
半
減
す
る

被
害
が
発
生
し
た
。

ま
た
、
雨
鱒
川
杭
及
び
精
進

川
杭
か
ら
酸
性
水
が
流
出
し
た

た
め
、
昭
和
40
年
代
か
ら
水
質

悪
化
に
よ
り
下
流
の
折
戸
川
も

水
質
が
悪
化
し
た
。

〇
鉱
害
対
策
の
状
況

昭
和
46
年
度
か
ら
水
質
改
善

を
目
的
と
し
た
調
査
等
、
鉱
害

防
止
対
策
事
業
が
着
手
さ
れ
、

現
在
ま
で
各
種
工
事
や
調
査
が

進
め
れ
て
い
る
が
、
国
の
基
準

は
満
た
し
て
い
る
も
の
の
依
然

と
し
て
抗
廃
水
が
折
戸
川
に
流

れ
出
て
い
る
。

な
お
、
平
成
10
年
度
休
廃
止

鉱
山
鉱
害
防
止
対
策
委
員
会
に

お
い
て
、
「
公
共
用
水
域
水
質

測
定
地
点
（
折
戸
川
Ａ
点
）
に

お
い
て
砒
素
等
の
重
金
属
類
の

環
境
基
準
の
達
成
を
目
標
と
す

る
」
と
の
精
進
川
鉱
山
に
お
け

る
鉱
害
防
止
対
策
の
基
本
方
針

が
決
定
さ
れ
、
こ
の
方
針
を
踏

ま
え
、
調
査
等
を
継
続
実
施
し

て
い
る
。

本
町
で
は
、
こ
れ
ら
の
状
況

を
踏
ま
え
、
鉱
害
対
策
事
業
の

促
進
に
つ
い
て
、
毎
年
、
渡
島

総
合
開
発
期
成
会
の
主
要
要
望

事
項
と
し
て
国
や
北
海
道
に
対

し
要
望
を
し
て
い
る
。

◇
調
査
意
見
等

こ
の
度
の
現
地
調
査
な
ど
に

お
い
て
、
北
海
道
休
廃
止
鉱
山

鉱
害
防
止
対
策
会
議
の
構
成
メ

ン
バ
ー
に
同
行
を
い
た
だ
き
、

国
や
北
海
道
の
取
り
組
み
に
関

し
、
学
術
的
見
地
等
を
踏
ま
え
、

現
況
等
の
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
た
。

ま
た
、
昭
和
46
年
度
に
山
腹

水
路
・
法
止
め
擁
壁
及
び
導
水

工
事
が
行
わ
れ
、
以
降
、
様
々

な
工
事
や
調
査
な
ど
が
実
施
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
当
該
鉱
害
防

止
対
策
の
基
本
方
針
に
よ
る
水

質
調
査
等
の
継
続
調
査
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
引
き
続
き
自
然

の
地
形
や
地
質
的
現
象
を
活
用

し
た
水
質
改
善
方
法
の
可
能
性

に
つ
い
て
調
査
検
討
を
進
め
、

更
な
る
対
策
工
事
等
が
講
じ
ら

れ
る
よ
う
、
国
や
北
海
道
に
対

し
要
望
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
望

む
も
の
で
あ
る
。

総
務
経
済
常
任
委
員
会

総
務
経
済
常
任
委
員
会

民
生
文
教
常
任
委
員
会

民
生
文
教
常
任
委
員
会

合
同
所
管
事
務
調
査

合
同
所
管
事
務
調
査

掘削当時の雨鱒川鉱山　～町史より引用～掘削当時の雨鱒川鉱山　～町史より引用～

中切抗より流出する抗廃水中切抗より流出する抗廃水

堆積場（右側）からの堆積場（右側）からの

流出を防ぐ擁壁（護岸）流出を防ぐ擁壁（護岸）

北海道休廃止鉱山鉱害防止対策会議北海道休廃止鉱山鉱害防止対策会議

構成メンバーとの意見交換等を実施構成メンバーとの意見交換等を実施
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総務経済・民生文教常任委員会合同所管事務調査
（10/27）

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議会運営委員会（12/5） ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ―

令和４年第４回定例会（12/8） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

総務経済常任委員会（12/8） ― ○ ― ― ○ ○ ○ ― ○
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議会運営委員会（議会だより編集 1/19） ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ―

４日　参議院議員船橋利実政経セミナー

� （議長）

７日　森町総務経済常任委員会行政視察受入

� （議長）

９日　町村議会議長全国大会� （議長）

９日～11日

　　　南渡島消防事務組合議会行政視察

� （関係議員）

10日～11日　渡島町村議会議長会行政視察

� （議長）

29日　南渡島消防事務組合第３回議会定例会

� （関係議員）

５日　議会運営委員会� （全委員及び議長）

８日　第４回定例会� （全議員）

８日　総務経済常任委員会

� （全委員及び議長）

　　　民生文教常任委員会� （全委員）

27日　第８回議員全員協議会� （全議員）

２日　鹿部消防出初式� （全議員）

６日　北斗消防出初式�（関係議員及び議長）

７日　七飯消防出初式�（関係議員及び議長）

19日　議会運営委員会� （全委員及び議長）

20日　渡島町村議会議長会定期総会�（議長）

31日　民生文教常任委員会所管事務調査

� （全委員）

１月

11月

12月

鹿部町議会だより （8）


